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(57)【要約】
　パーソナルケア製品が提供される。代表的なパーソナルケア製品は、身体又は衣類に適
用される組成物又は身体に適用される物品、組成物又は物品の構成成分に結合された複数
の粒子であって、複数の粒子のうちの少なくともいくつかは、シクロデキストリン錯化物
質及び第１芳香物質を含み、放出前に知覚される芳香剤を最小限に抑えるために、シクロ
デキストリンと錯体を形成する第１芳香物質の割合は約９０％を超える複数の粒子及びシ
クロデキストリンと錯体を形成せず、第１芳香物質とは異なる第２芳香物質、を含み、組
成物又は物品は制汗剤を含有しない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）身体に適用される物品、
　（ｂ）前記物品の構成成分に結合された複数の粒子であって、前記複数の粒子が、シク
ロデキストリン錯化物質及びそのうちの少なくともいくつかが前記シクロデキストリンと
錯体を形成する第１芳香物質を含み、前記複数の粒子が、物品の構成成分との結合の前に
、前記粒子の約２０重量％未満の水分量を有する、複数の粒子及び
　（ｃ）前記シクロデキストリンと錯体を形成せず、前記第１芳香物質とは異なる第２芳
香物質、を含むパーソナルケア製品。
【請求項２】
　前記複数の粒子が前記物品の構成成分との結合の前に、前記複数の粒子の約１０重量％
未満の水分量を有する、請求項１に記載のパーソナルケア製品。
【請求項３】
　前記複数の粒子が前記物品の構成成分との結合の前に、前記複数の粒子の約６重量％未
満の水分量を有する、請求項１に記載のパーソナルケア製品。
【請求項４】
　前記物品が吸収性物品である、請求項１～３のいずれか一項に記載のパーソナルケア製
品。
【請求項５】
　前記吸収性物品がおむつ、女性用衛生製品、失禁用製品及び創傷包帯からなる群から選
択される、請求項４に記載のパーソナルケア製品。
【請求項６】
　放出前に知覚される前記第１芳香剤を最小限に抑えるために、前記シクロデキストリン
と錯体を形成する前記第１芳香物質の割合が約９０％を超える、請求項１～５のいずれか
一項に記載のパーソナルケア製品。
【請求項７】
　前記シクロデキストリンと錯体を形成する前記芳香物質の前記割合が約９５％を超える
、請求項１～６のいずれか一項に記載のパーソナルケア製品。
【請求項８】
　前記複数の粒子が噴霧乾燥工程を含むプロセスを使用して形成される、請求項１～７の
いずれか一項に記載のパーソナルケア製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シクロデキストリン錯化物質及びシクロデキストリン錯化物質錯体（複合体
）を形成する芳香物質を含有する、パーソナルケア製品に関する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　本発明は、身体又は衣類に適用される組成物及び身体に着用又は適用される物品を含む
、パーソナルケア製品に関する。組成物としては、ボディスプレー、デオドラント製品（
身体及び／又は衣類に（例えば、乾燥機用シートによって）適用される）、洗浄製品、柔
軟仕上げ剤、スキンケア製品、ヘアケア製品、剃毛組成物及びパーソナルクレンジング製
品（例えば、クレンジングバー及びボディウォッシュ）が挙げられるが、これらに限定さ
れない。物品としては、拭取り布、パッチ及び吸収性物品が挙げられるが、これらに限定
されない。代表的な吸収性物品としては、おむつ、女性用衛生製品、失禁用製品及び創傷
包帯が挙げられるが、これらに限定されない。組成物及び物品は、シクロデキストリン錯
化物質及びシクロデキストリン錯化物質と錯体（複合体）を形成する芳香物質を含む、複
数の粒子を含んでいる。粒子は、高レベルの錯化効率を提供するように製造され得る。つ
まり、放出前に知覚される芳香剤を最小限に抑えるのを助けるために、大部分の芳香剤は
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シクロデキストリン分子の内部に結合されている。組成物又は物品中に微生物が繁殖する
可能性を最小限に抑えるために、粒子は比較的低い水分量を有してもよい。比較的低い水
分量を有する粒子は、低下した凝集傾向を有することがある。凝集した粒子は、結合され
た組成物又は物品に、滑らかでない又はザラザラした感覚をもたらすことがある。本発明
のパーソナルケア製品は、身体に適用される組成物及び身体に着用／適用される物品を含
むため、かなりの数の使用者にとって、滑らかでない又はザラザラした感覚は望ましくな
い可能性が高い。
【０００３】
　好ましい実施形態のいくつかによれば、身体又は衣類に適用される組成物又は身体に適
用される物品及び組成物又は物品の構成成分に結合された複数の粒子を含むパーソナルケ
ア組成物が現在までに提供されており、この複数の粒子のうちの少なくともいくつかは、
シクロデキストリン錯化物質及び芳香物質を含み、放出前に知覚される芳香剤を最小限に
抑えるために、シクロデキストリンと錯体を形成する芳香物質の割合は約９０％を超え、
組成物は制汗剤活性物質を含有しない。
【０００４】
　その他の好ましい実施形態によれば、身体又は衣類に適用される組成物又は身体に適用
される物品及び組成物又は物品の構成成分に結合された複数の粒子を含むパーソナルケア
組成物が現在までに提供されており、複数の粒子のうちの少なくともいくつかは、シクロ
デキストリン錯化物質及び芳香物質を含み、複数の粒子は、噴霧乾燥工程を含むプロセス
を使用して形成され、組成物は制汗剤活性物質を含有しない。
【０００５】
　更に他の好ましい実施形態によれば、身体又は衣類に適用される組成物又は身体に適用
される物品及び組成物又は物品の構成成分に結合された複数の粒子を含むパーソナルケア
組成物が現在までに提供されており、複数の粒子は、シクロデキストリン錯化物質及び芳
香物質を含み、複数の粒子のうちの少なくともいくつかは、シクロデキストリンと錯体を
形成し、複数の粒子は組成物又は物品の構成成分に結合の前に、粒子の約２０重量％未満
の水分量を有し、組成物は制汗剤活性物質を含有しない。
【０００６】
　上述のパーソナルケア製品は、シクロデキストリンと錯体を形成せず、錯体化した芳香
剤とは異なる第２芳香物質を更に含んでよい。あるいは、これらのパーソナルケア製品は
他の芳香剤を実質的に含まず、「無香」、「無臭」、「低刺激」及び「敏感」を含む用語
を用いて販売され得る。
【０００７】
　上述の好ましい実施形態は、明確に制汗剤活性物質を除外している。しかしながら、他
の好ましい実施形態は、このような活性物質を含むことができる。これらの好ましい実施
形態の１つによれば、水性キャリア物質及び水性キャリア物質中に配置された複数の粒子
を含むパーソナルケア製品が現在までに提供されており、複数の粒子はシクロデキストリ
ン錯化物質及び芳香物質を含み、放出前に知覚される芳香剤を最小限に抑えるために、シ
クロデキストリンと錯体を形成する芳香物質の割合は約９０％を超え、複数の粒子は水性
キャリア物質の存在に起因する早期の放出を最小限に抑えるために、疎水性コーティング
によってコーティングされる。
【０００８】
　これらの好ましい実施形態の別の１つによれば、水性キャリア物質及び水性キャリア物
質中に配置された複数の粒子を含むパーソナルケア製品が現在までに提供されており、複
数の粒子はシクロデキストリン錯化物質及び芳香物質を含み、複数の粒子は噴霧乾燥工程
を含むプロセスを使用して形成され、複数の粒子は水性キャリア物の存在に起因する早期
の放出を最小限に抑えるために、疎水性コーティングによってコーティングされる。
【０００９】
　別の好ましい実施形態によれば、液体キャリア、液体キャリア内に分散された制汗剤活
性物質及び液体キャリア内に分散された複数の粒子を含むパーソナルケア製品が現在まで
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に提供されており、複数の粒子はシクロデキストリン錯化物質及び芳香物質を含み、放出
前に知覚される芳香剤を最小限に抑えるために、シクロデキストリンと錯体を形成する芳
香物質の割合が約９０％を超え、パーソナルケア製品はスプレー、ロールオン又はエアゾ
ールの形態である。
【００１０】
　更に別の好ましい実施形態によれば、液体キャリア、液体キャリア内に分散された制汗
剤活性物質及び液体キャリア内に分散された複数の粒子を含むパーソナルケア製品が現在
までに提供されており、複数の粒子はシクロデキストリン錯化物質及び芳香物質を含み、
複数の粒子は、噴霧乾燥工程を含むプロセスを使用して形成され、パーソナルケア製品は
スプレー、ロールオン又はエアゾールの形態である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、以下の、発明を実施するための好ましい実施形態を参照することにより更に
容易に理解され得る。特許請求の範囲は本明細書に記載される具体的な特徴、条件又はパ
ラメーターに限定されるものではなく、本明細書で使用される用語は単に特定の実施形態
を例示することにより記述する目的で使用され、特許請求された本発明を限定することを
意図するものではないことを理解すべきである。また、添付の特許請求の範囲を包含する
本明細書において使用されるとき、単数形「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は複数形を包
含し、特定の数値への参照は、その文脈により特に明確に指示されていない限り、少なく
ともその特定の数値を包含する。値の範囲が述べられている場合、別の実施形態はその一
方の特定の値から及び／又は他方の特定の値までを包含する。同様に、値が、先行する「
約」を用いることにより近似値として述べられている場合、その特定の値が別の実施形態
を形成するものと理解されるであろう。全ての範囲は、包括的及び結合可能である。
【００１２】
　本発明のパーソナルケア製品は、シクロデキストリン錯化物質及びシクロデキストリン
錯化物質と錯体を形成する芳香物質を含む。パーソナルケア製品は、身体又は衣類に適用
される組成物及び身体に着用又は適用される物品を含む。本発明によって意図される代表
的な組成物としては、ボディスプレー、デオドラント製品、洗浄製品、スキンケア製品、
ヘアケア製品、剃毛組成物及びパーソナルクレンジング製品（例えば、パーソナルクレン
ジングバー及びボディウォッシュ）が挙げられる。パーソナルケア製品が組成物の形態で
ある際、シクロデキストリン－芳香剤錯体は成分の１つとしてそのまま付加される。
【００１３】
　パーソナルケア製品が物品の形態である際、シクロデキストリン－芳香剤錯体は、物品
の２つ以上の層／構成成分の間で緩く用いられ及び／又は、例えば、スチレン系ブロック
コポリマーのような好適な接着剤で物品の層又は構成成分に接着されてよい。パーソナル
ケア製品としては、拭取り布、パッチなどが挙げられる。本発明のパーソナルケア製品と
しては、例えば、おむつ、女性用衛生用品、失禁用製品及び創傷包帯のような吸収性物品
も挙げられる。吸収性物品は、典型的には、液体透過性トップシート又はカバー層、液体
不透過性バックシート又は層及びそれらの間に配置された吸収性コアを含む。物品は、例
えば、トップシートの下にある移動層のような追加構成要素を含んでよく、トップシート
及び移動層の双方はトップシートから吸収性コアに流体を迅速に移動させ、捕捉後に流体
が吸収性コアから離れるのを防ぐ（即ち、「再湿潤」又は「搾り出し」を防ぐ）ことを容
易にする。代表的なトップシート及び移動層としては、不織布、織布シート及び孔あきフ
ィルムが挙げられる。代表的な吸収性コアとしては、木材パルプ、ヒドロゲル、吸収性ポ
リマーなどが挙げられる。代表的なバックシートとしては、ポリオレフィンフィルムが挙
げられる。上述のように、錯体は、これらの１つ以上の吸収性物品の構成成分の間で緩く
存在するか及び／又は適当な接着剤によって接着されてよい。
【００１４】
　本発明の好ましい実施形態のいくつかにおいて、パーソナルケア製品は、シクロデキス
トリンと錯体を形成する第１芳香物質及び第１芳香物質とは異なる非錯体化芳香物質を含
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む。このように構成することで、初期の香りの発現は、第２芳香物質の放出の際に、異な
るものの連続か、二次的な香りの発現を伴ってもたらされる。
【００１５】
　本発明の他の好ましい実施形態では、パーソナルケア製品は、シクロデキストリンと錯
体を形成する芳香物質を含み、いかなる他の芳香物質も実質的に含まない。これらの実施
形態では、初期の香りの発現は制限されており、好ましくは、消費者から効果的に「隠れ
ている」という状態である。したがって、これらのパーソナルケア製品は、例えば、「無
香」、「無臭」、「低刺激」及び／又は「敏感」のような用語を用いて販売されてよい。
トリガー機構（例えば、体液の流れ）又は流体にさらされることによって、芳香剤は放出
され、発現がもたらされ、次に消費者に知覚される。
【００１６】
　代表的なシクロデキストリン錯化物質、芳香物質及び錯体の製造方法を以下で議論する
。１つの代表的な実施形態は、本明細書中で提供される。
【００１７】
　シクロデキストリン錯化物質
　本発明のパーソナルケア製品は、例えば、発汗、排尿、月経のようなトリガー機構が起
こるまで、芳香物質を実質的に「隠し」てから、芳香物質を「放出」するシクロデキスト
リン錯化物質を含む。本明細書で使用するとき、用語「シクロデキストリン」は、約６～
約１２個のグルコース単位を含有する非置換型シクロデキストリンであって、特にα－シ
クロデキストリン、β－シクロデキストリン、γ－シクロデキストリン及び／又はこれら
の誘導体及び／又はこれらの混合物のような既知である任意のシクロデキストリンのいず
れかを含む。例えば、本発明は、β－シクロデキストリン、ヒドロキシプロピルα－シク
ロデキストリン、ヒドロキシプロピルβ－シクロデキストリン、メチル化－α－シクロデ
キストリン、メチル化－β－シクロデキストリン及びこれらの混合物からなる群から選択
されるシクロデキストリンを使用してよい。シクロデキストリンは、組成物又は物品の構
成成分の少なくとも約０．１重量％から、少なくとも約１重量％から、少なくとも約２重
量％から又は少なくとも約３重量％から約２５重量％まで、約２０重量％まで、約１５重
量％まで又は約１０重量％までで、パーソナルケア製品内に含まれてよい。
【００１８】
　芳香物質を含むシクロデキストリン粒子及びシクロデキストリン錯体は、様々な方法で
形成されることが可能である。例えば、溶媒（例えば、水）、非担持シクロデキストリン
粒子及び芳香物質は容器内に配置され、次に、シクロデキストリン分子の「空隙」中に芳
香分子を担持させるために一定時間混合されることが可能である。混合物は、例えば、コ
ロイドミル及び／又はホモジナイザーを使用した加工などで、更に加工されてもされなく
てもよい。次に、溶媒は、生じた混合物又はスラリーから実質的に除去され、シクロデキ
ストリン錯体（複合体）粒子を得る。しかしながら、異なる製造技術によって異なる粒子
／錯体特性が付与される可能性があり、それはパーソナルケア製品において望ましい場合
もあれば、望ましくない場合もある。本発明の好ましい実施形態のいくつかによると、粒
子及び／又は錯体は、パーソナルケア製品中に包含される前に、低い水分量を有している
。所定容量のシクロデキストリン粒子（少なくともいくつかは、芳香物質と錯体を形成す
る）において、粒子容量が組成物に包含される前に、粒子の重量の約２０％未満の水分量
を有することが好ましく、粒子の重量の約１０％未満の水分量を有することがより好まし
く及び粒子の重量の約６％未満の水分量を有するのが更により好ましい。他の水分量が本
発明のパーソナルケア製品に好適であってよく、したがって、これらの好ましい量をシク
ロデキストリン粒子／錯体の水分量を明記していない請求項に読み込むべきではない。
【００１９】
　シクロデキストリン－芳香剤錯体のスラリー又は混合物の噴霧乾燥は、上述の好ましい
水分量を有するシクロデキストリン粒子及びシクロデキストリン錯体を作製することがで
きる１つの製造技術である。以下の表Ｉは、噴霧乾燥されたシクロデキストリン錯体と押
出成形プロセス（混練）によって形成された錯体との比較を提供する。
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【００２０】
【表１】

【００２１】
　表Ｉに示されるように、水分の含有量においては、ＵＳＰ（２００６年８月１日の時点
で現行の米国薬局方）＜９２１＞の方法Ｉが、シクロデキストリン錯体の水分量を決定す
るための分析方法である。
【００２２】
　表Ｉから分かるように、これらの２つの方法によって直接明らかにされる水分量は、劇
的に異なっている。この比較は、特定の錯体形成プロセスを明記していない付属の請求項
から混練／押出成形プロセスを放棄する意図はないと理解されるべきである。むしろ、混
練及び押出成形方法又は所望の水分量よりも高い水分量を有する粒子／錯体を形成する他
の方法は、最初に形成された後に追加加工を必要としてもよい。例えば、押出成形された
錯体は、炉又は乾燥機で加工されるか、一定時間制御された環境にさらすのを必要として
もよい。
【００２３】
　理論に束縛されるものではないが、比較的高い水分量を有するシクロデキストリン粒子
／錯体は、凝集傾向が高いと考えられる。凝集した粒子は、消費者に知覚される寸法に達
する可能性があり、つまり、消費者は、組成物を「ザラザラ」していると特徴付ける恐れ
がある。特に、制汗剤を適用する手段として、製品を身体に擦りつけるような固形の製品
形態において、「ザラザラ」した制汗剤組成物を望まない消費者もいる。微生物の繁殖は
、組成物の残存成分及び／又は貯蔵パラメーターに応じて、比較的高い水分量を有するシ
クロデキストリン粒子／錯体を最終組成物に用いることに関連する、その他の潜在的な不
利点である。
【００２４】
　芳香物質との錯化効率又は錯化レベルは、用いる製造技術によって大きく変動する可能
性がある、シクロデキストリン錯体のその他のパラメーターである。言い換えれば、シク
ロデキストリン錯体の外部に結合される芳香物質の割合に対するシクロデキストリン分子
の内部に結合される芳香物質の割合である。錯体の外部領域にある芳香物質は、制汗剤の
ようなトリガー機構を必要とせずに、実質的には遊離して発現する。トリガー機構の前に
消費者が芳香物質を知覚する確率は、遊離芳香剤のレベルが上昇するにつれて増加する。
トリガー機構の前に芳香物質を知覚することは、シクロデキストリン錯体を用いることに
おける全ての組成物の構成及び目的とされる利益によっては、望まれない場合がある。好
ましい実施形態の少なくともいくつかによると、シクロデキストリンと錯体を形成する芳
香物質の割合は約７５％を超え、場合によっては約９０％を超え、他の例においては、約
９５％を超える。これらの芳香物質の錯化レベルは、錯体形成プロセス自体に直接関連す
ると理解すべきであり、この割合はシクロデキストリン錯体を介して第１の割合の芳香物
質を付加し、第２の割合の純芳香物質を付加する製剤設計を示さない。
【００２５】
　シクロデキストリン－芳香剤錯体のスラリー又は混合物の噴霧乾燥は、上述の芳香剤の
錯化レベルを有するシクロデキストリン錯体を作製することができる１つの製造技術であ
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る。以下の表ＩＩは、噴霧乾燥されたシクロデキストリン錯体と押出成形プロセス（混練
）によって形成された錯体との比較を提供する。
【００２６】
【表２】

【００２７】
　噴霧乾燥は、混練／押出成形プロセスと比較して、非常に少ない遊離芳香剤でシクロデ
キストリン錯体を作製できることが、表ＩＩから分かる。当業者は、表ＩＩで提供される
比較は、特定の錯体形成プロセスを明記しない付属請求項から、混練／押出成形プロセス
を放棄することを意図しないことを認識すべきである。むしろ、例えば、追加加工工程は
、組成物に包含される前に、押出成形される錯体に結合された遊離芳香剤を最小限に抑え
るために必要としてもよい。
【００２８】
　表ＩＩに示されるように、芳香剤の錯化率を決定する分析方法は、内部標準を加えてテ
トラヒドロフラン（ＴＨＦ）中に試料を溶解し、毛細管ガスクロマトグラフィー（ＧＣ）
で分析することで、錯体中の遊離芳香剤濃度を決定する。錯体化した芳香剤の濃度は、内
部標準を含有するアセトン中で同一の試料を抽出し、ＧＣで分析することで測定される。
【００２９】
　錯化効率＝錯体化％／［錯体化％＋遊離％］
【００３０】
　元試料調製
　内部標準原液（ＩＳＳＳ）
　０．６２５ｇ±０．０５ｇのジフェニルオキシドを、風袋を測定した１００ｍＬのメス
フラスコに計り入れ、アセトン（ベイカー（Baker）ＨＰＬＣグレード９２５４－０３）
を使用して容量を作製する。これは推奨された内部標準であり、分析される特定の芳香剤
によってクロマトグラフィーが重なり合うのを防ぐために、必要に応じて他の材料に置き
換えられてよい。
【００３１】
　標準物質
　芳香剤クロマトグラムの全領域の８０％以上を占める十分な数（典型的には１０～２０
）の芳香剤構成成分を選択する。これらの構成成分の合成ブレンドは、芳香剤濃度を測定
するのに使用される一次標準物質である。芳香剤の試料は、１００％未満の構成成分が検
量されるという事実を補正することができる二次標準物質として使用される。
【００３２】
　一次標準検量用溶液
　一次ストック：定量化された０．１ｇ（０．００１ｇまでの精度）の個別の芳香剤成分
を、風袋を測定した１００ｍＬのメスフラスコに計り入れ、重量を記録する。容量までア
セトンで調製する。３．０ｍＬの一次ストックを５０ｍＬのメスフラスコにピペットで移
し、錯体化検量標準として０．５０ｍＬのＩＳＳＳを付加し、アセトンで容量まで希釈し
た。３．０ｍＬの一次ストックを、５０ｍＬのメスフラスコにピペットで移し、純検量標
準として０．５０ｍＬのＩＳＳＳを付加し、ＴＨＦ（ベイカー（Baker）９４５０－０２
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３）で容量まで希釈した。
【００３３】
　二次芳香剤標準検量溶液
　二次ストック：０．５ｇ（０．０００１ｇまでの精度で±０．１ｇ）の芳香剤を、風袋
を測定した１００ｍＬのメスフラスコに計り入れ、重量を記録する。全芳香剤（アセトン
）において抽出された溶液で容量まで作製し、よく混合する。３．０ｍＬの二次ストック
を、５０ｍＬのメスフラスコにピペットで移し、錯体化芳香剤標準として０．５０ｍＬの
ＩＳＳＳを付加し、アセトンで容量まで希釈した。３．０ｍＬの二次ストックを５０ｍＬ
のメスフラスコにピペットで移し、純芳香剤標準として０．５０ｍＬのＩＳＳＳを付加し
、ＴＨＦで容量まで希釈した。
【００３４】
　試料の調製
　これらの分析において使用されるＡＳＥ溶媒抽出機は、ダイオネクス（Dionex）２００
を使用した。一方の端部にエンドキャップを備える１１ｍＬのセル本体（ダイオネクス（
Dionex）部品番号４７００４）中にファイバーフィルター（ダイオネクス（Dionex）＃４
９４５８）を挿入する。フィルターを押し込んでエンドキャップに合わせる。秤で風袋を
測定する。１．０００グラム（＋／－０．２５０グラム）の試料をセルに注意深く付加し
、実際の重量を記録する。漏斗を使用して、砂（３０～４０メッシュ、ＥＭサイエンス（
EM Science）ＥＭ－ＳＸ００７５－１又は代替の不活性物質）をセルに充填し、上部にそ
の他のファイバーフィルターを載置し、第２のエンドキャップでセルを閉じる。フィルタ
ーが、セルの端部の上ではなくセルの壁内にあるように、若干押し下げるようにしてこの
フィルターを適用するよう注意する。これは、エンドキャップのねじ山内にフィルター粒
子が蓄積し、抽出中に漏れが引き起こされるのを防ぐためである。試料識別に対応して、
セルのシリアル番号を記録する。ＡＳＥ上にセル及びそれに対応する収集バイアル（６０
ｍＬダイオネクス（Dionex）４８７８４）を載せる。［注意：それぞれの試料に２つの収
集バイアルが必要であり、１つはＴＨＦ抽出用（純芳香剤）であり、１つはアセトン抽出
物（錯体芳香剤）である。多くの試料を抽出するためには、２つの方法間で異なる温度に
起因するアセトン抽出の前に全てのＴＨＦを抽出することが勧められる。］
【００３５】
【表３】

【００３６】
　ＡＳＥの調製
　溶媒ボトルにおける圧力が６９ｋＰａ（１０ｐｓｉ）であり、システム空気が３４５ｋ
Ｐａ（５０ｐｓｉ）であり、圧縮炉が８９６ｋＰａ（１３０ｐｓｉ）であることを確認し
て十分な窒素フローを確保する。稼動を完了するために、窒素量が適切であるかを確認す
る。典型的には、１５個の試料を抽出するのに６．９ＭＰａ（１０００ｐｓｉ）の窒素が
使用される。上述のＡＳＥ法を入力し、個別の番号のもとでそれぞれの方法を保存する。
例えば、ＴＨＦ法は、番号１として保存され、アセトン法は番号２として保存されること
ができる。稼動を完了するために、ＴＨＦ及びアセトンの双方の残存容量が適切であるか
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を確認する。試料毎に、それぞれ約３０ｍＬの溶媒が使用される（注意：使用量は、シス
テムによって変化し得る）。残存する収集バイアル及び適切な容量の残存ＴＨＦを使用す
るすすぎにより、ＴＨＦで数回系をすすいでラインを準備し、いかなる空気も取り除く。
セル及びセルに対応して標識化した収集バイアルを所定の位置に載置し、ＡＳＥ法を開始
する準備ができる。
【００３７】
　錯体化芳香剤（アセトン中）におけるＡＳＥ試料調製後
　錯体化芳香剤抽出物を含有するＡＳＥ収集バイアルを取り除く。収集バイアルのキャッ
プを開ける。０．５０ｍＬのＩＳＳＳをホールピペットで直接収集バイアルに付加する。
約３０ｍＬのアセトンを付加する。収集バイアルのキャップを固く閉める。約３０秒間、
よく攪拌する。
【００３８】
　純芳香剤（ＴＨＦ中）におけるＡＳＥ試料調製の後
　錯体化芳香剤抽出物を含有するＡＳＥ収集バイアルを取り除く。収集バイアルのキャッ
プを開ける。０．５０ｍＬのＩＳＳＳをホールピペットで直接収集バイアルに付加する。
約３０ｍＬのテトラヒドロフランを付加する。収集バイアルのキャップを固く閉める。約
３０秒間、よく攪拌する。
【００３９】
　装置基準（推奨される型又は源）
　ガスクロマトグラフＨＰ５８９０又はキャピラリー注入口システムを備える同等品
　及びピーク積分機能を備える水素炎イオン化検出器
　カラム：１．０マイクロメートルのコーティングを備え、内径３０ｍ×０．３２ｍｍを
有するＤＢ－５カラム（Ｊ＆Ｗサイエンティフィック社（J&W Scientific）カタログ番号
１２３－５０３３）。
【００４０】
　ガスクロマトグラフィー条件
　キャリアガス：ヘリウムＵＨＰグレード又は乾燥チューブ及び酸素スクラバーを通して
精製された標準グレードのヘリウム。流圧力：３０ｍＬ／分の分流のもと１０３ｋＰａ（
１５ｐｓｉ）で調節される。
　炉温度：６℃／分で５０℃～２５０℃、７０℃／分で２５０℃～３１５℃、３１５℃で
５分間保持する。
　インジェクター温度：２５０℃
　検出器温度：３２５℃
　水素及び空気流：ガスクロマトグラフに使用するために最適化する。
　積算閾値２、ピーク幅０．０４
　インジェクション：１マイクロリットル：スプリットレスモード
【００４１】
　計算
　％分析物＝［ＡｖＲｆ（Ａ）（Ｂ）×１００］／［Ｃ×Ｄ］（式中）：
　ＡｖＲｆ＝標準試料における平均応答因子
　Ａ＝試料溶液に付加される内部標準
　Ｂ＝試料クロマトグラムにおける分析物のピーク領域
　Ｃ＝試料クロマトグラムにおける内部標準のピーク領域
　Ｄ＝試料重量（グラム）
　１００＝パーセントに変換する係数
【００４２】
　試料において補正された錯体化％又は遊離％＝［試料における全ての個別芳香剤成分の
合計×１００］／［二次標準物質における全ての個別芳香剤成分の合計］
【００４３】
　シクロデキストリン錯体は、早期の放出／活性化を最小に抑えるためにコーティングさ
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れてよい。一般的に、水の浸透に耐えることができる任意の物質が好適である。コーティ
ング物質としては、例えば、炭化水素、ワックス、ペトロラタム、シリコーン、シリコー
ン誘導体、部分的又は全てがエステル化されたスクロースエステル及びポリグリセロール
エステルが挙げられる。一例としてペトロラタムを使用すると、コーティングプロセスは
、シクロデキストリン錯体とペトロラタムとを約１：１の比率で結合する工程及び、次に
錯体が十分にコーティングされるまで混合する工程を含む。本明細書で企図されるように
、錯体化した芳香剤の放出又は活性化を遅らせるその他の技術は、芳香物質をシクロデキ
ストリンとともに錯体化する前に、例えば、ココナッツ油又はペトロラタムのような閉塞
性成分と結合させるものである。芳香物質及びシクロデキストリン－芳香剤錯体は、双方
とも場合によってはコーティングされてよい。
【００４４】
　香り放出システムは、パーソナルケア製品において用いられてよく、このシステムは、
上述のように、当業者に既知の他の錯化物質又は封入物質と混合するシクロデキストリン
錯化物質を含む。例えば、シクロデキストリン錯化物質と１つ以上の追加封入物質との混
合物を含む香り放出システムが用いられてよい。代表的な封入物質としては、デンプン、
オリゴ糖、ポリエチレン、ポリアミド、ポリスチレン、ポリイソプレン、ポリカーボネー
ト、ポリエステル、ポリアクリレート、ビニルポリマー、シリカ及びアルミノケイ酸塩が
挙げられる。市販の封入物質である、ナショナル・スターチ社（National Starch）製の
Ｎ－ロック（N-Lok）（商標）、ナーレックス（Narlex）（商標）（ＳＴ及びＳＴ２）及
びカプセル・Ｅ（Capsul E）（商標）は、本発明において有用である。これらの物質は、
α化したろう状のとうもろこしデンプン及び任意でグルコースを含む。デンプンは、オク
テニルコハク酸無水物のような一官能性の置換基群を付加することによって修飾される。
したがって、本発明の組成物は、純芳香物質、シクロデキストリン－芳香剤錯体及び、上
述されるもののようなシクロデキストリン以外の物質で封入される芳香物質を含んでよい
。この３つの成分における香り放出システムの芳香剤は同一であっても異なっていてもよ
い。異なる香り放出技術を組み合わせて、香り発現特性を特化することができる。
【００４５】
　本発明のパーソナルケア製品は、任意で、悪臭のスカベンジャーとして機能する「非担
持」シクロデキストリン粒子を用いてもよいことを理解すべきである。これらの任意のシ
クロデキストリン粒子は、上述の錯体と同一の特性（又は同一の技術を使用して製造され
る）を有しても有さなくてもよい。
【００４６】
　芳香物質
　本発明のパーソナルケア製品は、上述のシクロデキストリン錯化物質と錯体を形成する
少なくとも１つの芳香物質を用いてよい。本明細書で使用するとき、用語「芳香物質」は
、芳香物質及び匂い制御物質の双方を含む。つまり、「芳香物質」は、香料、つまりは悪
臭を隠すか覆う心地良い匂いを有する物質を含むだけでなく、それ自体が心地良い匂いを
有してもよいし、有さなくてもよい物質も含むが、結合される組成物又は物品の匂いの知
覚を向上することができる。このような匂い制御物質は、例えば、特定の鼻の受容体が悪
臭を知覚する方法を修正することによって、例えば化学反応、錯化又は吸収若しくは吸着
によって、あるいは悪臭物質に影響を及ぼすことによって作用し得る。したがって、本発
明の吸収性物品の実施形態によると、芳香物質又は匂い制御物質は、吸収性物品の使用前
、使用中及び／又は使用後における匂いの知覚を向上させ得る。
【００４７】
　シクロデキストリンと錯体を形成し得る代表的で非限定的な芳香物質のリストには、ア
ネトール、ベンズアルデヒド、デシルアルデヒド、ベンジルアセテート、ベンジルアルコ
ール、ギ酸ベンジル、プロピオン酸ベンジル、イソボルニルアセテート、カンフェン、シ
ス－シトラール（ネラール）、シトロネラール、シトロネロール、シトロネリルアセテー
ト、パラシメン、デカナール、ジヒドロリナロール、ジヒドロミルセノール、メチルベン
ジルカルビニルアセテート、ジメチルベンジルカルビニルアセテート、ジメチルフェニル
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カルビノール、ユーカリプトール、ヘリオナル、ゲラニアール、ゲラニオール、ゲラニル
アセテート、ゲラニルニトリル、シス－３－ヘキセニルアセテート、ジヒドロシトロネラ
ール、ｄ－リモネン、リナロール、リナロールオキシド、テトラヒドロリナロール、α－
メチルイオノン、メチルノニルアセトアルデヒド、メチルフェニルカルビニルアセテート
、Ｌ－メンチルアセテート、メントン、イソ－メントン、ミルセン、ミルセニルアセテー
ト、ミルセノール、ネロール、ネリルアセテート、ノニルアセテート、フェニルエチルア
ルコール、フェニルアセトアルデヒド、α－ピネン、β－ピネン、γ－テルピネン、テル
ピネオール、α－テルピネオール、β－テルピネオール、テルピニルアセテート、ベルテ
ネックス（パラ－第３級－ブチルシクロヘキシルアセテート）、γ－メチルイオノン、ウ
ンデカラクトン、ウンデシレンアルデヒド、α－ダマスコン、β－ダマスコン、アミルア
セテート、レモン油、オレンジ油及びこれらの混合物が挙げられる。
【００４８】
　本発明の実施形態に使用するのに好適で付加的な芳香剤又は匂い制御物質としては、ヘ
キシルシンナミックアルデヒド、α－アミルシンナミックアルデヒド、ｐ－アニスアルデ
ヒド、シンナミックアルデヒド、クミンアルデヒド、ｐ－ｔ－ブチル－α－メチルジヒド
ロシンナムアルデヒド、４－ヒドロキシ－３－メトキシシンナムアルデヒド、２－フェニ
ル－３－（２－フリル）プロパ－２－エナール、バニリンイソブチレート、エチルバニリ
ンアセテート、バニリンアセテート、シクラメンアルデヒド、ヘプタナール、ラウリルア
ルデヒド、ノナナール、オクタナール、フェニルプロピルアルデヒド、バニリン、サリシ
ルアルデヒド、シトラール、２，４－ジヒドロキシ－３－メチルベンズアルデヒド、２－
ヒドロキシ－４－メチルベンズアルデヒド、５－メチルサリチルアルデヒド、４－ニトロ
ベンズアルデヒド、ｏ－ニトロベンズアルデヒド、５－エチル－２－チオフェンカルバル
デヒド、５－メチル－２－チオフェンカルボキシアルデヒド、２－チオフェンカルバルデ
ヒド、アサロンアルデヒド、５－（ヒドロキシメチル）－２－フルアルデヒド、２－ベン
ゾフランカルボキシアルデヒド、２－ベンゾフランカルボキシアルデヒド、４－エトキシ
－３－メトキシベンズアルデヒド、プロトカテクアルデヒド、ヘリオトロピン、２，３，
４－トリメトキシベンズアルデヒド、３，４，５－トリメトキシベンズアルデヒド、２，
８－ジチアノン－４－３ｎ－４－カルボキシアルデヒド、ソルビンアルデヒド、２，４－
ヘプタジエナール、２，４－デカジエナール、２，４－ノナジエナール、（Ｅ，Ｅ）－，
２，４－オクタジエン－１－アール、２，４－オクタジエナール、２，４－ドデカジエナ
ール、４－ウンデカジエナール、２，４－トリデカジエン－１－アール、２－トランス－
４－シス－７－シス－トリデカトリエナール、ピペロニリデンプロピオンアルデヒド、２
－メチル－３－（２－フリル）アクロレイン、２，４－ペンタジエナール、２－フルフリ
リデンブチルアルデヒド、３－（２－フリル）アクロレイン、ピルブアルデヒド、エタン
ジアール、メントール、３－ブテン－２－オン、３－メチル－４－（２，６，６－トリメ
チル－２－シクロヘキセン－１－イル）、４－（２，６，６－トリメチルシクロヘキサ（
trimethylcyclohen）－１－エン－１－イル）ブタ－３－エン－２－オン、３－ブテン－
２－オン、４－（２，６，６－トリメチル－２－シクロヘキセン－１－イル）－，（Ｅ）
－、メンチルラクテート、イソメンチルアセテート、イソメンチルプロピオネート、イソ
メンチルイソブチレート、カンファー、ｐ－メンタン、クレゾール、テトラヒドロミルセ
ノール、シトロネロール、シトロネリイル誘導体、ゲラニル誘導体、リナリルアセテート
、ムゲタノール、オイゲノール、ジャスマル、ピナノール、セドレン、βピネン、シネオ
ール、ノナジエノール、エチルへキサナール、オクタノールアセテート、メチルフルフラ
ール、テルピネン、ツジェン、アミルアセテート、ベンジルアセテート、ジヒドロクマリ
ン、ジヒドロミルセニルアセテート、イソアミルアセテート、パラシメン、トリエチルア
セテート、パラ－クレゾール、エチルアセテート、ベンジル－ベンゾエート、イソプロピ
ルミリステート、メチルアビエテート、エタノール、イソプロパノール、ジエチルセバケ
ート、グリセロール、プロピレングリコール、１，２－ブチレングリコール、ジプロピレ
ングリコール、２－メチル－２，４－ペンタンジオール、ジエチレングリコールモノエチ
ルエーテル、ジエチルフタレート、ヘキシルサリシレート、トリエチルシトレート、ベン
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【００４９】
　パーソナルケア製品及びシクロデキストリンと錯体を形成する芳香物質において、単一
の芳香物質のみを含む（香料物質又は他の香気性物質の混合物を含んでよい）ことが望ま
しいことがある。これらの実施形態において、その目的は、消費者に最初に芳香物質を知
覚させる（又は最小限でのみ知覚させる）ことである。このようなパーソナルケア製品は
、以下の用語：無香、無臭、敏感及び／又は低刺激のような用語を用いて販売されてよい
。使用中、発汗又は他の体液によって、消費者に知覚されることが可能な芳香物質が放出
される。
【００５０】
　一方、シクロデキストリン錯化物質と錯体を形成する少なくとも１つの芳香物質及びパ
ーソナルケア製品中に純芳香剤として付加される少なくとも１つの他の芳香物質である、
２つ以上の芳香物質をパーソナルケア製品中に含むことが望ましい場合がある。これらの
実施形態では、錯体化された芳香剤及び純芳香剤は互いに異なっていることが好ましい。
この違いには、個別の芳香物質に用いられる香料又は他の香気性物質の型（例えば、化学
組成を含む）及び数、濃度レベル又はその双方が挙げられる。
【００５１】
　純芳香物質又は非錯体化芳香物質は、上述の材料を含んでよいか、芳香剤製造における
当業者に既知の他の香料／香気性物質を含んでよい。典型的は芳香剤は、アークタンダー
（Arctander）著、「香料及び香りの化学（Perfume and Flavor Chemicals）」（「アロ
マケミカル（Aroma Chemicals）」、１９６９年、Ｉ～ＩＩ巻）及びアークタンダー（Arc
tander）著、「天然由来の香料及び香り物質（Perfume and Flavour Materials of Natur
al Origin）」（１９６９年）に記載されている。１９８２年５月３０日にフーパー（Hoo
per）他に発行された米国特許第４，３２２，３０８号明細書及び１９８１年１２月８日
にフーパー（Hooper）他に発行された米国特許第４，３０４，６７９号明細書には、揮発
性フェノール物質（イソアミルサリチレート、ベンジルサリチレート及びタイムレッド油
など）、エッセンス油（ゼラニウム油、パチョリ油及びプチグレン油など）、柑橘油、抽
出物及び樹脂（ベンゾインシアムレジノイド及びオポポナックスレジノイドなど）、「合
成」油（ベルガモットＴＭ　３７及びベルガモットＴＭ　４３０、ゼラニウムＴＭ　７６
及びポメランソール（Pomeransol）ＴＭ　３１４など）、アルデヒド及びケトン（Ｂ－メ
チルナフチルケトン、ｐ－ｔ－ブチル－Ａ－メチルヒドロシンナミックアルデヒド及びｐ
－ｔ－アミルシクロヘキサノンなど）、多環式化合物（クマリン及びβ－ナフチルメチル
エーテルなど）、エステル（ジエチルフタレート、フェニルエチルフェニルアセテート、
ノナノリド－１，４（non-anolide 1:4）など）が挙げられるが、これらに限定されない
好適な芳香物質が記載されている。
【実施例】
【００５２】
　以下の実施例は、本発明の範囲内にある実施形態を更に説明及び実証する。これら実施
例は、説明の目的のためのみに提示するものであって、本発明の趣旨及び範囲から逸脱す
ることなく、多くの変更が可能であるため、本発明を限定するものと解釈すべきではない
。
【００５３】
　実施例１：デオドラントスティック
【００５４】
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【表４】

【００５５】
　実施例１は以下のようにして作製できる。ペトロラタムでコーティングされたシクロデ
キストリン芳香剤錯体を、ハミルトンビーチカスタムグラインドコーヒーグラインダー（
モデル８０３６５）中で、噴霧乾燥された錯体粒子とペトロラタム（例えば、ウィトコ社
（Witco）製のスーパーホワイトプロトペット（super white protopet））とを１：１の
比率で混合することで調製する。グラインダーを最高速度に設定し、シクロデキストリン
芳香剤錯体粒子にペトロラタムが完全にコーティングされるまで混合する。混合物は、ペ
ースト状の稠度を有してよい。好適な容器内で、全ての溶媒（プロピレングリコール、ジ
プロピレングリコール、水）、ゲル化剤（ステアリン酸ナトリウム、ウィトコノール（Wi
tconol）ＡＰＭ）及びＥＤＴＡ四ナトリウムを混ぜ合わせ、次に、混合中に８０℃まで加
熱する。次に、ペトロラタムでコーティングされた錯体ペーストを付加し、混合する。混
合物を７０℃まで冷却し、次に純香料を付加する。混合物を６５℃まで冷却し、デオドラ
ントキャニスターに注ぐ。
【００５６】
　実施例２及び３：パーソナルクレンジングバー
【００５７】
【表５】

【００５８】
　実施例２及び３は、以下のようにして作製することができる。錯体化した芳香剤と純香
料とを混汞器中の石鹸ヌードルに混合する。例えば、３本ロールの石鹸ミルで粉砕するこ
とによって材料を加工し、香料と石鹸破砕片の均一な混合物を得る。次に、この材料を押
し出し機（plodder）で加工し、石鹸バーに型打ちする。
【００５９】
　実施例４：エアゾール制汗剤
【００６０】
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【表６】

【００６１】
　本発明は、上述の実施例１に示されるように、制汗剤及び／又はデオドラント組成物を
含む。本発明による制汗剤／デオドラント組成物に関する、幅広い議論がもたらされる。
これらの組成物は、典型的に液体キャリア物質を含む。好適な液体キャリアとしては、任
意の局所に安全かつ有効である、有機性のシリコーン含有又はフッ素含有、揮発性又は不
揮発性、極性又は非極性の液体キャリアが挙げられるが、これらに限定されない。液体キ
ャリアは、周囲条件下において好ましくは液体であり、液体キャリア材料の混合物の全て
が周囲条件下において液体形態であるならば、１つ以上の液体キャリア材料を含むことが
できる。望ましい製品形態の型によって、組成物中の液体キャリアの濃度は、典型的に、
組成物の約１０重量％から又は約３０重量％から、約９０重量％まで又は約７５重量％ま
でで変動する。制汗剤／デオドラント組成物は、水性又は無水組成物として処方され得る
。水性組成物は、組成物の約１０重量％から又は約１５重量％から、組成物の約７５重量
％まで、約６０重量％まで又は約５０重量％までの水を含んでよい。無水組成物は、組成
物の約１０％重量未満、約３％重量未満、約１％重量未満又は０重量％の水を含んでよい
。
【００６２】
　制汗剤／デオドラント組成物は、典型的には活性物質も含む。単なる例示ではあるが、
制汗剤活性物質は、特にアルミニウム、ジルコニウム及び亜鉛の無機塩及び有機塩である
収斂性金属塩、並びにこれらの混合物を包んでよい。好適なデオドラント活性物質の代表
的で非限定的なリストには、エチレンジアミン四酢酸、臭化セチルトリメチルアンモニウ
ム、塩化セチルピリジニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化ジイソブチルフェノキシエトキ
シエチルジメチルベンジルアンモニウム、Ｎ－ラウリルサルコシンナトリウム、Ｎ－パル
メチルサルコシンナトリウム、ラウロイルサルコシン、Ｎ－ミリストイルグリシン、Ｎ－
ラウリルサルコシンカリウム、塩化トリメチルアンモニウム、アルミニウムクロロヒドロ
キシ乳酸ナトリウム、クエン酸トリエチル、塩化トリセチルメチルアンモニウム、２，４
，４’－トリクロロリオ－２’－ヒドロキシジフェニルエーテル（トリクロサン）、３，
４，４’－トリクロロカルバニリド（トリクロカルバン）、Ｌ－リシンへキサデシルアミ
ド、亜鉛ピリチオン、亜鉛フェノール硫酸塩、ファルネソール及びこれらの混合物が挙げ
られる。
【００６３】
　代表的な制汗剤／デオドラント組成物は、所望の粘度、レオロジー、質感及び／又は製
品硬度を有する組成物を提供するのに役立つ、あるいは、組成物内に任意の分散固体又は
液体を懸濁させるのに役立つ増粘剤も含む。用語「増粘剤」は、組成物に懸濁、ゲル化、
粘性化（viscosifying）、固化及び／又は増粘特性を提供することにおいて既知の又はそ
れ以外の有効な任意の物質又は最終製品形態に他の態様で構造を提供する物質を意味する
。これらの増粘剤としては、ゲル化剤、ポリマー又は非ポリマー剤、無機増粘剤又は粘性
化剤が挙げられる。増粘剤としては、有機固体、シリコーン固体、結晶性又は他のゲル化
剤、粘土又はシリカのような無機粒子又はこれらの混合物が挙げられる。制汗剤／デオド
ラント組成物に使用するのに選択される増粘剤の濃度及び型は、所望の製品形態、粘土及
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とも約０．１重量％から、少なくとも約３重量％から又は少なくとも約５重量％から、約
３５重量％以下、約２０重量％以下又は約１０重量％以下であってよい。好適なゲル化剤
の例としては、脂肪酸ゲル化剤、脂肪酸の塩、ヒドロキシ酸、ヒドロキシ酸ゲル化剤、脂
肪酸又はヒドロキシ脂肪酸ゲル化剤のエステル及びアミド、コレステロール物質、ジベン
ジリデンアルジトール、ラノリン物質（lanolinolic materials）、脂肪族アルコール、
トリグリセリド、ＳＥＦＡベヘン酸塩などのスクロースエステル、粘土又はシリカのよう
な無機物質、他のアミド又はポリアミドゲル化剤及びこれらの混合物が挙げられるが、そ
れらに限定されない。
【００６４】
　制汗剤／デオドラント組成物は、更に、組成物の物理特性又は化学特性を改良し得る１
つ以上の任意の成分を含む、あるいは、皮膚に沈着される際に、付加的な「活性物質」と
して供されてよい。もちろん、このような任意成分は、物理的及び化学的に適合性があり
、あるいは過度に製品の安定性、審美性又は性能を損なわないように含まれることができ
る。このような任意物質としては、ｐＨ緩衝剤、悪臭制御剤、芳香物質、皮膚軟化剤、保
湿剤、鎮静剤、染料及び顔料、薬剤、重曹及び関連物質、防腐剤及び、アロエベラ、アラ
ントイン、Ｄ－パンテノール、パントテン酸誘導体（例えば、米国特許第６，４９５，１
４９号明細書に記載されるもの）、アボカド油及び他の野菜油及び地衣類抽出物のような
鎮静剤が挙げられるが、これらに限定されない。
【００６５】
　制汗剤／デオドラント組成物は、例えば、固体、軟固体、スプレー、ロールオン及びエ
アゾールを含む、様々な形態で製造され得る。エアゾール製品は、組成物中で噴射剤を用
いる。代表的な噴射剤としては、ジメチルエーテル、二酸化炭素、亜酸化窒素、１，１ジ
フルオロエタン、１，１，１，２テトラフルオロエタン、ブタン、イソブタン、ペンタン
、イソペンタン、プロパン及びこれらの混合物が挙げられる。
【００６６】
　本明細書に開示されている寸法及び値は、列挙した正確な数値に厳しく限定されるもの
として理解すべきではない。それよりむしろ、特に規定がない限り、こうした各寸法は、
列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲との両方を意味することを意図している
。例えば、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図
する。
【００６７】
　「発明を実施するための形態」で引用した全ての文献は、その関連部分において本明細
書に参照により組み込まれ、いかなる文献の引用も、それが本発明に対する先行技術であ
ることを認めるものと解釈すべきではない。本書における用語のいかなる意味又は定義も
、参照により組み込まれた文献における同一の用語のいかなる意味又は定義と相反する限
りにおいては、本書においてその用語に与えられた意味又は定義が適用されるものとする
。
【００６８】
　本発明の特定の諸実施形態を図示し、記載したが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱する
ことなく他の様々な変更及び修正を実施できることは当業者には自明であろう。したがっ
て、本発明の範囲内にあるかような全ての変更及び修正は、添付の特許請求の範囲に包含
されるものとする。
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